
国直轄除染及び市町村除染で
発生した
・土壌
・廃棄物
刈り取った草木、雨樋の堆積物等

除染

中間貯蔵施設
［大熊町、双葉町］

既存の管理型処分場
・クリーンセンターふたば［大熊町］（帰還困難区域内）
・特定廃棄物埋立処分施設（※１）
（旧フクシマエコテッククリーンセンター）

［富岡町※２ ］（帰還困難区域外）

可能な限り減容・再生利用を行った上で、
中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分

可能な限り減容化 可能な限り減容化
10万Bq/kg超 10万Bq/kg以下

※1 特定廃棄物埋立処分施設への特定廃棄物の搬入は2023年10月末に完了。
※2 搬入路は隣接する楢葉町側にある。

国が処理責任を負っている特定廃棄物
・対策地域内廃棄物:環境大臣が指定した汚染廃棄物対策地域内に

ある廃棄物のうち、一定の要件に該当するもの
例）避難指示区域の解体家屋、津波がれき等

・指定廃棄物:事故由来放射性物質による汚染状態が8,000Bq/kg
を超えると認められ、環境大臣の指定を受けた廃棄物

例）焼却灰、農林業系廃棄物（稲わら、堆肥）等

廃棄物処理

除去土壌等及び特定廃棄物の処理フロー（福島県）


